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１．事業助成 

（１）先進農業助成 

農業者からの事業申請に応じて、下記のメニューにより事業費の一部を助

成する。 

① 農産物直売所の開設 

② 農産物直売所のＰＲ 

③ 亀田郷農産物の新たな市場開拓 

④ 地域農産物のブランド化と名産品の育成 

⑤ 新しい農業技術の導入 

（なお、申請事業の採択については、理事会において審議する。） 

 

（２）地域づくり助成 

地域住民・団体からの事業申請に応じて、下記のメニューにより事業費の

一部を助成する。 

① 農業の祭典 

② 文化財の保存 

③ 歴史的出来事、人物等の記念事業 

④ 地域づくり協議会におけるたよりの発行 

⑤ 歴史的価値が認められ、地域で管理している施設の改築・補修 

（なお、申請事業の採択については、理事会において審議する。） 

 

（３）健康管理助成 

農家の健康管理を促進するため、亀田郷土地改良区の組合員および同居家

族が、木戸病院健診センターで日帰りドックを受診した場合の費用を、１人

あたり５，０００円助成する。 
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２．農業振興事業 

（１）講演会・研究会の開催 

①新潟農業経営塾 

伊藤忠雄・新潟大学名誉教授を主宰とし、２か月に１回のペースで講演

会を開催する。毎回、県下で活躍する農業法人経営者を講師に招き、農業

の見通しや経営の工夫について語ってもらい、農業の人材育成に努める。 

 

（２）地域農産物のＰＲ 

①田植え稲刈り体験会 

体験田での手作業農作業を通じ、地域農業への理解醸成や食育の機会と

する。また体験会において、農産物の直売や健康づくり活動を併せて実施

し、ＰＲの機会とする。収穫米は、体験会参加者に配布するほか、新潟市

食育花育センターなどを通じ、広く消費者へ地域農産物のＰＲの素材とし

て活用する。 

 

②その他 

下記のイベント等を通じ、地域農産物のＰＲを図る。 

・江南区アスパークまつり 

・江南区旬果旬菜いきいきフェスタ 

・食と花の世界フォーラム（協賛） 

・亀田産新米コシヒカリおむすび配布イベント 

 

 

（３）生産・加工・販売戦略 

当センターと新潟農業普及センターが共同で発足させた「亀田郷農産物生

産・加工・販売戦略会議」のプロジェクトを受け、引き続き、６次産業化を

目指す取り組みを支援する。 

本年度は前年度までに引き続き、（亀田地区）アロニアの集荷・加工を支援

する。 
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（４）調査・研究 

① 亀田郷農産物の販路拡大のため、加工品の開発・販売・流通に関する

調査を実施する。具体的には、アロニアの製品開発や製造工程・委託生

産について調査を行う。 

 

② 地域で発生する農業廃棄物等の収集・流通・利活用をマッチングさせ、

資源有効利用と環境負荷低減を図る調査研究を行う。 

 

３．地域振興事業 

（１）地域づくり助成 

「農業の祭典」、「文化財の保存」、「歴史や人物などの顕彰」、「地域づく

りたよりの発行」、「農業文化の核として歴史的にも価値が認められ、且つ

地域で管理している施設の改築・補修等」、５つのメニューに対して、助成

する。 

（２）地域づくり活動支援 

①鳥屋野潟環境啓発 

水害防止、生態系保全など、鳥屋野潟が担う多面的な役割を啓発するた

め、鳥屋野潟環境啓発事業を実施する。活動内容は、鳥屋野潟で行われる

行政や環境団体の活動に協力し「板合わせ」による親水体験を行う。なお、

体験会の実施と板合わせの管理は鳥屋野潟漁協へ委託する。 

 

②鳥屋野潟南部開発計画の推進 

交流人口の拡大と農業振興に貢献するよう、住居ゾーンならびに国際文

化・教育ゾーンにふさわしい地域開発を推進する。 

特に住居ゾーン（長潟地区）においては、地権者グループの間で、交流

拡大に資する土地利用構想案の策定が進んでいることから、土地改良区工

区・地権者等と連携し、情報収集・研修を行いながら、土地利用構想を練

り上げ、事業化を推進する。 
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 ③江南の郷ニューフードバレー特区構想アドバイザー的支援 

    ＪＲ信越線、国道４０３号線、国道４９号線、小阿賀野川に囲まれた地

域（約２４０ha、横越工区・亀田工区・両川工区）における、農業の６次

産業化の推進並びに農商工の連携、力強い農業を支える基盤強化により地

域の活性化に繋げる。 

    プランイメージ 

     郷の駅・・・・交流・情報発信機能 

     田園観光・・・観光・体験機能 

     新農業コミュニティセンター・・・生産性向上機能 ほか 

   センターは地域の特性、状況に配慮しながらアドバイザー的支援を行う。 

 

④その他 

都市と農村の調和ある発展を目指し、亀田郷土地改良区の各工区と連携

し地域づくり活動を推進する。 

 

４．受託事業 

（１）土地賃貸借事務管理 

鳥屋野潟南部開発計画地区 国際文化・教育ゾーン内の(株)アルビレック

ス新潟と地権者との間で締結された借地契約について、土地賃貸借事務管理

を、前年度に引き続き受託する。 


